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紙面の問い合わせ
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洪水で川の水位が高くなると、事前に協力体制を準備している地

元の建設会社が、すぐに川へ巡視に向かいます。
堤防・護岸・樋管等の被災状況や水位・浸水状況を把握すること

で、洪水被害を最小限に留めるよう、万全の体制で洪水に備えて
います。

平成26年4月23日（水）に朝日出張所と災害時協
力協定業者（11社）が、災害時の情報伝達方法や
点検項目を確認するため、洪水時巡視訓練を行い
ました。

平成26年4月25日（金）のＧＷ前に、朝日出張所が川の利用者と
親水施設の安全利用点検を行いました。
今後、施設の補修や注意表示設置を行います。

量水板（水位表示）の点検状況 訓練の打合せ状況（朝日出張所にて）

３人１組での巡視状況 樋管の点検状況

近年、夏休みなど河川利用者が多くなる時期に、幼い命が犠牲となる大事故が発
生する事例があります。このような背景を踏まえ、六角川の①高橋自然観察園、
②潮見橋下流親水護岸について、利用者の観点から安全点検を実施しました。

②潮見橋下流親水護岸の点検状況①高橋自然観察園ベンチの点検状況

奥へ入り込むと危ないのでは？

注意表示設置「ここから先は入らないで」
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川への不法投棄は法律により厳しく罰せられます。
●廃棄物処理法においては、５年以下の懲役もしくは１０００万円以下の罰金。
●河川法においては、３ヶ月以下の懲役もしくは２０万円以下の罰金。

●平成25年度 不法投棄種類別割合
（六角川水系）

●不法投棄発生件数推移（六角川水系）

不燃物:自動車部品

可燃物:生活ｺﾞﾐ

家電:ビデオデッキ
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